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⑥　ドロップハンマ杭打工･････････ Ⅱ-３- ⑥ -  1
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　　･････････････････････････････ Ⅱ-３- ⑦ -  1
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第４章　コンクリート工
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①　消波根固めブロック工･････････ Ⅲ-１- ① -  1
① -１  消波根固めブロック工 ････ Ⅲ-１- ① -  1
① -２  消波根固めブロック工（ブロック撤去工）
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③　消　波　工･･･････････････････ Ⅲ-１- ③ -  1
④　浚　渫　工･･･････････････････ Ⅲ-１- ④ -  1

④ -１  ポンプ式浚渫船 ･･････････ Ⅲ-１- ④ -  1
④ -２  バックホウ浚渫船 ････････ Ⅲ-１- ④ -18
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⑪　仮橋・仮桟橋工･･･････････････ Ⅱ-５- ⑪ -  1
⑫　汚濁防止フェンス工･･･････････ Ⅱ-５- ⑫ -  1
⑬　仮囲い設置・撤去工･･･････････ Ⅱ-５- ⑬ -  1
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⑬ -２  雪寒仮囲い工 ････････････ Ⅱ-５- ⑬ -  3
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　　･････････････････････････････ Ⅱ-５- ⑳ -  1
㉑　交通誘導警備員･･･････････････ Ⅱ-５- ㉑ -  1

第Ⅲ編　河　　　川

第１章　河 川 海 岸



第Ⅳ編　道　　　路

第１章　舗　装　工
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① -２  切削オーバーレイ工 ･･････ Ⅳ-３- ① -  6

②　舗装版破砕工･････････････････ Ⅳ-３- ② -  1
③　舗装版切断工･････････････････ Ⅳ-３- ③ -  1
④　道路打換え工･････････････････ Ⅳ-３- ④ -  1
⑤　路上路盤再生工･･･････････････ Ⅳ-３- ⑤ -  1
⑥　アスファルト注入工･･･････････ Ⅳ-３- ⑥ -  1
⑦　舗装版クラック補修工･････････ Ⅳ-３- ⑦ -  1
⑧　道路付属構造物塗替工･････････ Ⅳ-３- ⑧ -  1
⑨　張紙防止塗装工・・・・･･･････ Ⅳ-３- ⑨ -  1
⑩　床版補強工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑩ -  1
⑪　橋梁補強工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -  1

⑪ -１  橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -  1

⑦ -２  砂防コンクリート締切 ････ Ⅲ-３- ⑦ -  7
⑧　鋼製砂防工･･･････････････････ Ⅲ-３- ⑧ -  1
⑨　砂防ソイルセメント工･････････ Ⅲ-３- ⑨ -  1

第４章　地すべり防止工
①　地すべり防止工･･･････････････ Ⅲ-４- ① -  1

① -１  集水井工（ライナープレート土留工法）
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -  1
① -２  集水井工（プレキャスト土留工法）
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -  9

① -３  地すべり防止工（集排水ボーリング工）
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -14
① -４  地すべり防止工（山腹水路工）
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -20
① -５  地すべり防止工（ふとんかご）
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -32
① -６  地すべり防止工（じゃかご）
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -34
① -７  集排水ボーリング孔洗浄工
　　　  ････････････････････････ Ⅲ-４- ① -37
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⑪ -２  橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -11
⑪ -３  橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -15
⑪ -４  橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -22

⑫　橋梁補修工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑫ -  1
⑫ -１  橋梁地覆補修工 ･･････････ Ⅳ-３- ⑫ -  1
⑫ -２  橋梁補修工（支承取替工） ･･･ Ⅳ-３- ⑫ -  7
⑫ -３  橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑫ -16
⑫ -４  橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑫ -18

⑬　落橋防止装置工･･･････････････ Ⅳ-３- ⑬ -  1
⑭　道路除草工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑭ -  1
⑮　道路清掃工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑮ -  1

⑮ -１  路面清掃工（機械清掃） ････ Ⅳ-３- ⑮ -  1
⑮ -２  路面清掃工（人力清掃工） ･･･ Ⅳ-３- ⑮ -  7
⑮ -３  ガードパイプ清掃工 ･･････ Ⅳ-３- ⑮ -10

⑯　排水構造物清掃工･････････････ Ⅳ-３- ⑯ -  1
⑯ -１  管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃
　　　   工（組合せ作業） ･･･････ Ⅳ-３- ⑯ -  1
⑯ -２  側溝清掃工（単独作業） ････ Ⅳ-３- ⑯ -  7
⑯ -３  側溝清掃工（人力清掃工） ･･･ Ⅳ-３- ⑯ -10
⑯ -４  集水桝清掃工（単独作業） ･･･ Ⅳ-３- ⑯ -12
⑯ -５  集水桝清掃工（人力清掃工）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-３- ⑯ -16

⑰　トンネル清掃工･･･････････････ Ⅳ-３- ⑰ -  1
⑱　トンネル照明器具清掃工･･･････ Ⅳ-３- ⑱ -  1
⑲　トンネル漏水対策工･･･････････ Ⅳ-３- ⑲ -  1
⑳　トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工
　　法））････････････････････････ Ⅳ-３- ⑳ -  1
㉑　沓座拡幅工･･･････････････････ Ⅳ-３- ㉑ -  1
㉒　欠損部補修工･････････････････ Ⅳ-３- ㉒ -  1
㉓　路肩整正（人力による土はね）･･･ Ⅳ-３- ㉓ -  1
㉔　コンクリート接着工･･･････････ Ⅳ-３- ㉔ -  1
㉕　防護柵復旧工・・･････････････ Ⅳ-３- ㉕ -  1
㉖　アスファルト舗装版削孔工･････ Ⅳ-３- ㉖ -  1
㉗　道路付属物のコンクリート面塗装工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-３- ㉗ -  1
㉘　横断歩道橋補修工･････････････ Ⅳ-３- ㉘ -  1

第４章　共 同 溝 工
①　共 同 溝 工 ･･･････････････････ Ⅳ-４- ① -  1

① -１  共同溝工（1）（構造物単位）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-４- ① -  1
① -２  共同溝工（2） ･････････････ Ⅳ-４- ① -  7
① -３  防水工・防水層保護工 ････ Ⅳ-４- ① -29

②　電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）
　　･････････････････････････････ Ⅳ-４- ② -  1
③　情報ボックス工･･･････････････ Ⅳ-４- ③ -  1

第５章　トンネル工

①　トンネル工（ＮＡＴＭ）････････ Ⅳ-５- ① -  1
① -１  トンネル工（ＮＡＴＭ）〔発破工法〕
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-５- ① -  1
① -２  トンネル（ＮＡＴＭ）〔機械掘削工法〕
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-５- ① -70
① -３  トンネル濁水処理工 ･･････ Ⅳ-５- ① -131
① -４  トンネル工（ＮＡＴＭ）仮設備工
　　　（防音扉工）･･････････････ Ⅳ-５- ① -135

②　小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）･･･ Ⅳ-５- ② -  1
③　トンネル裏込注入工･･･････････ Ⅳ-５- ③ -  1

第６章　道路除雪工
①　道路除雪工･･･････････････････ Ⅳ-６- ① -  1

第７章　橋　梁　工
①　鋼橋製作工･･･････････････････ Ⅳ-７- ① -  1
②　橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ② -  1
③　鋼橋架設工･･･････････････････ Ⅳ-７- ③ -  1
④　プレビーム桁製作及び架設工･･･ Ⅳ-７- ④ -  1

④ -１  プレビーム桁製作工（現場）
　　　  ････････････････････････ Ⅳ-７- ④ -  1
④ -２  プレビーム桁架設工 ･･････ Ⅳ-７- ④ -10

⑤　鋼橋床版工･･･････････････････ Ⅳ-７- ⑤ -  1
⑥　グレーチング床版架設工及び足場工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑥ -  1
⑦　ポストテンション桁製作工･････ Ⅳ-７- ⑦ -  1
⑧　プレキャストセグメント主桁組立工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑧ -  1
⑨　ＰＣ橋架設工･････････････････ Ⅳ-７- ⑨ -  1
⑩　ＰＣ橋片持架設工･････････････ Ⅳ-７- ⑩ -  1
⑪　ポストテンション場所打ホロースラブ橋工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑪ -  1
⑫　ポストテンション場所打箱桁橋工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑫ -  1
⑬　ＲＣ場所打ホロースラブ橋工･･･ Ⅳ-７- ⑬ -  1
⑭　架設支保工･･･････････････････ Ⅳ-７- ⑭ -  1
⑮　伸縮装置工（鋼製）････････････ Ⅳ-７- ⑮ -  1
⑯　橋梁排水管設置工･････････････ Ⅳ-７- ⑯ -  1
⑰　歩道橋（側道橋）架設工･････････ Ⅳ-７- ⑰ -  1
⑱　鋼製橋脚設置工･･･････････････ Ⅳ-７- ⑱ -  1
⑲　橋台・橋脚工･････････････････ Ⅳ-７- ⑲ -  1

⑲ -１  橋台・橋脚工（1） ･････････ Ⅳ-７- ⑲ -  1
⑲ -２  橋台・橋脚工（2） ･････････ Ⅳ-７- ⑲ -13

第Ⅴ編　公　　　園

第１章　公園植栽工
①　公園植栽工･･･････････････････ Ⅴ-１- ① -  1
②　公園除草工･･･････････････････ Ⅴ-１- ② -  1
③　公　園　工･･･････････････････ Ⅴ-１- ③ -  1



第Ⅵ編　土木工事標準単価及び市場単価

第１章　土木工事標準単価
①　区画線工･････････････････････ Ⅵ-１- ① -  1
②　高視認性区画線工･････････････ Ⅵ-１- ② -  1
③　橋梁塗装工･･･････････････････ Ⅵ-１- ③ -  1
④　構造物とりこわし工･･･････････ Ⅵ-１- ④ -  1
⑤　コンクリートブロック積工･････ Ⅵ-１- ⑤ -  1
⑥　排水構造物工･････････････････ Ⅵ-１- ⑥ -  1

第２章　市 場 単 価
①　鉄　筋　工･･･････････････････ Ⅵ-２- ① -  1

① -１  鉄筋工（太径鉄筋含む） ････ Ⅵ-２- ① -  1
① -２  鉄筋工（ガス圧接工） ･･････ Ⅵ-２- ① -  8

②　インターロッキングブロック工 ･･ Ⅵ-２- ② -  1
③　防護柵設置工･････････････････ Ⅵ-２- ③ -  1

③ -１  防護柵設置工（ガードレール）
　　　  ････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -  1
③ -２  防護柵設置工（ガードパイプ）
　　　  ････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -  8
③ -３  防護柵設置工（横断・転落防止柵）
　　　  ････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -13
③ -４  防護柵設置工（落石防護柵）

　　　  ････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -19
③ -５  防護柵設置工（落石防護網）
　　　  ････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -25

④　法面工･･･････････････････････ Ⅵ-２- ④ -  1
④ -１  法面工 ･･････････････････ Ⅵ-２- ④ -  1
④ -２  吹付枠工 ････････････････ Ⅵ-２- ④ -11

⑤　道路植栽工･･･････････････････ Ⅵ-２- ⑤ -  1
⑥　橋梁付属物工･････････････････ Ⅵ-２- ⑥ -  1

⑥ -１  橋梁用伸縮継手装置設置工
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音壁支柱，鋼製砂防堰堤（鋼管フレーム，バットレス型），鋼橋製作工の支承や排水装置等，工場製作

品単価の場合の扱いは，鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする。（ｔ当り製作単価として

取扱う場合）

①  15①  15 Ⅰ－2－②－3

別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材，鋼橋製作工の支承や排水装置等，工場製作品単価の

場合の扱いは，鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする（t 当り製作単価として取扱う場

合）。



① 16① 16 Ⅰ−2−②−4 ① 16① 16 Ⅰ−2−②−4 ①  16①  16 Ⅰ−2−②−4

現場管理費内の一般管理費対象外

#0040

#0040

１ １

１ １

10

11

機器単体費(土木一体)

機器単体費(電気単独)対象外

対象外対象外

対象外 対象外

対象外

対象外

対象 ―

―

現場環境
改善費

令和３年 5 月 1 日以降起工適用



①  17①  17 Ⅰ−2−②−5 ①  17①  17 Ⅰ−2−②−5 ①  17①  17 Ⅰ－2－②－5



①  18①  18 Ⅰ−2−②−6 ① 18① 18 Ⅰ−2−②−6
① 18① 18 Ⅰ－2－②－6

４
下水道の更生工法

供

 令和３年 5 月 1 日以降起工適用



①  19①  19 Ⅰ−2−②−7 ①  19①  19 Ⅰ−2−②−7 ① 19① 19 Ⅰ－2－②－7

 －１

1.4 １

鋼橋架設工事 1.3 ２

 

－１

 

２ －１

 

 －２

令和2年5月1日以降起工適用 



①  20①  20 Ⅰ−2−②−8 ① 20① 20 Ⅰ−2−②−8 ① 20① 20 Ⅰ－2－②－8

　
適用する。

 

－２

電線共同溝工事、
道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）

３

 

－２
４

５

電線共同溝工事、
道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）
鋼橋架設工事、電
線共同溝工事、道
路維持工事、舗装
工事、橋梁保全工
事以外の工種（※）

 

 －２

令和2年5月1日以降起工適用 



①  21①  21 Ⅰ−2−②−9 ①  21①  21 Ⅰ−2−②−9 ① 21① 21 Ⅰ－2－②－9

を考慮した補正値）

を考慮した補正値） 

令和2年5月1日以降起工適用 

下水道（４）工事 15.36 495.0000 -0.2225 4.92

令和３年 5 月 1 日以降起工適用



①  22①  22 Ⅰ−2−②−10 ①  22①  22 Ⅰ−2−②−10 ① 22① 22 Ⅰ－2－②－10

20.66 4597.2000 0.2769 9.48

令和2年5月1日以降起工適用 令和３年 5 月 1 日以降起工適用 



①  23①  23 Ⅰ−2−②−11 ①  23①  23 Ⅰ−2−②−11 ① 23① 23 Ⅰ－2－②－11 令和2年5月1日以降起工適用 



① 24① 24 Ⅰ−2−②−12 ①  24①  24 Ⅰ−2−②−12 ①  24①  24 Ⅰ－2－②－12



①  25①  25 Ⅰ−2−②−13

Ⅰ-2-②-12 

  

(３) 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 

１） 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費用 

 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等の運搬は次式により行うものとする。 

Ｕk＝Ａ＋Ｍ＋Ｋ（又はＫ’） 

ただし Ｕk：質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費 

Ａ：基本運賃料金（円) 

表3.1によるものとする。 

なお，運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。 

また，運賃は下表に掲げてある基本運賃は，運搬割増（特大品，悪路，冬期，深夜早朝，地

区等）の有無にかかわらず適用出来る。 

ただし，陸上輸送以外が必要な場合は，これに要する費用を別途計上すること。 

Ｍ：その他の諸料金（円） 

１) 組立，解体に要する費用 

重建設機械の組立，解体に要する費用は別途加算する。 

２) その他下記事項の料金を必要により計上する。 

ａ 荷役機械使用料 

ｂ 自動車航送船使用料 

ｃ 有料道路利用料 

ｄ その他 

Ｋ：運搬される建設機械の運搬中の賃料（円）  

Ｋ’：運搬される建設機械の運搬中の損料（円） 

運搬される建設機械(被運搬建設機械)の運搬中の賃料又は損料を計上する。 

積算方法は，「２) 運搬される建設機械の運搬中の賃料および損料」による。 

＊建設機械運搬方法等は表3.2による。 

 

２) 運搬される建設機械の運搬中の賃料（Ｋ）及び損料（Ｋ’） 

運搬される建設機械の片道分の運搬中の賃料及び損料は次式により計上する。 

運搬中の賃料＝運搬される機械の供用１日当り賃料（円）×運搬に要する日数（日） 

Ｋ＝運搬される建設機械の運搬中の供用１日当り賃料（円）×Ｌ／（輸送速度×８） 

運搬中の損料＝運搬される機械の供用１日当り損料（円）×運搬に要する日数（日） 

Ｋ’＝運搬される建設機械の運搬中の供用１日当り損料（円）×Ｌ／（輸送速度×８） 

Ｌ：運搬距離（㎞）基地から現場までの片道距離とする。 

輸送速度：(30 ㎞／ｈ) 

 

(注)１．運搬に要する日数の端数処理は小数第２位を四捨五入し，小数第１位止めとする。 

２．運搬に要する日数は運搬状況を勘案して決定する。なお，トラックによる輸送は，時速 30 ㎞／ｈを

標準とする。 

３．分解・組立を要する重建設機械の積算にあたっては，重建設機械分解組立（WB010350 及び WB010360）

により積算すること。 

なお，重建設機械分解組立輸送（WB010350）については，運搬中の賃料（Ｋ）が考慮されている。 

     ４．油圧式杭圧入引抜機(鋼矢板ⅤＬ・ⅥＬ・Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ型用)の運搬が必要な場合は、別途考慮す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（S0080 及び S0085) により

（S0080）については，運搬中の賃料（Ｋ）が考慮されている。

積算すること。



①  26①  26 Ⅰ−2−②−14

Ⅰ-2-②-13 

 

表３．１ 基本運賃表 

貨物自動車 

規格 

機械名 規格 20km ま

で（円） 

50km ま

で（円） 

100km ま

で（円） 

150km ま

で（円） 

200km ま

で（円） 

200km

を超え

20km ま

でを増

す毎に

（円） 

20ｔ車以上 

30t 車まで 

路面切削機 2.0m 

62,500 76,000 98,000 120,500 142,500 8,900 

スタビライザ 深 0.6ｍ幅

2.0ｍ 

スタビライザ 深 1.2ｍ幅

2.0ｍ 

自走式破砕機 クラッシャ

ー寸法 

開 450 ㎜ 

幅 925 ㎜ 

油圧式杭圧入

引抜機 

鋼矢板Ⅱ・

Ⅲ・Ⅳ型用 

バックホウ（超

ロングアーム

型） 

山積0.4ｍ3 

／平積 0.3

ｍ3 

各種 － 

(注)１．450km を超える場合は別途考慮する。 

２．誘導車，誘導員の費用は含んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①  27①  27 Ⅰ−2−②−15

Ⅰ-2-②-14 

 

表３．２ 建設機械運搬方法 

機  械  名 規   格 

車  載 

備  考 
車種 

機械 

質量 

（t） 

路 面 切 削 機 

(ホイール式・廃材積込装置付) 
2.0ｍ Ｒ 28.50  

ス タ ビ ラ イ ザ 

( 路 床 改 良 用 ) 
深0.6ｍ 幅2.0ｍ Ｒ 23.00  

ス タ ビ ラ イ ザ 

( 路 床 改 良 用 ) 
深1.2ｍ 幅2.0ｍ Ｒ 24.70  

自 走 式 破 砕 機 

クラッシャー寸法 

開    450㎜ 

幅    925㎜ 

Ｒ 30.00  

油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 

( 硬 質 地 盤 専 用 ) 
鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用 Ｒ 29.70  

バ ッ ク ホ ウ 

(超 ロ ン グ ア ー ム 型 ) 
山積 0.4ｍ３／平積 0.3ｍ３ Ｒ 22.00  

(注)１．貨物自動車による運搬は，WB010010 で計上する。 

２．車載のＲはトレーラである。 

３．本表に掲載のある建設機械については，分解・組立の必要はない。 

S0011 で計上する。



①  28①  28 Ⅰ−2−②−16 ①  28①  28 Ⅰ−2−②−16 ①  28①  28 Ⅰ－2－②－16

コード番号 Ｓ G A 0 1コード番号 Ｓ 0 0 7 0



① 29① 29 Ⅰ−2−②−17 ①  29①  29 Ⅰ−2−②−17 ①  29①  29 Ⅰ－2－②－17

コード番号 Ｓ 0 0 7 2



① 30① 30 Ⅰ−2−②−18 ①  30①  30 Ⅰ−2−②−18 ①  30①  30 Ⅰ－2－②－18



①  31①  31 Ⅰ−2−②−19 ①  31①  31 Ⅰ−2−②−19 ①  31①  31 Ⅰ－2－②－19



① 32① 32 Ⅰ−2−②−20 ①  32①  32 Ⅰ−2−②−20 ①  32①  32 Ⅰ－2－②－20



①  33①  33 Ⅰ−2−②−21 ①  33①  33 Ⅰ−2−②−21 ①  33①  33 Ⅰ－2－②－21

誘導員含む）



① 34① 34 Ⅰ−2−②−22 ①  34①  34 Ⅰ−2−②−22 ①  34①  34 Ⅰ－2－②－22

コード番号 Ｓ 0 0 8 0

コード番号 Ｓ 0 0 8 5



①  35①  35 Ⅰ−2−②−23 ①  35①  35 Ⅰ−2−②−23 ①  35①  35 Ⅰ－2－②－23

－

の設置，撤去，補修に要する費用及び

－

～

イ 　ブルドーザ,レーキドーザ，バックホウ等による雑木や小さな樹木，竹等を除去する伐開に要する費用（樹

木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。）

ロ 　除根，除草，整地，段切り，すりつけ等に要する費用

　 　なお，伐開，除根及び除草は，現場内の集積・積込み作業を含む。（伐採作業に伴う現場内の集積・積込作

業は含まない。）

①  35①  35 Ⅰ－2－②－23

－

の設置，撤去，補修に要する費用及び

－

～

①  35①  35 Ⅰ－2－②－23

－

の設置，撤去，補修に要する費用及び

－

～

①  35①  35 Ⅰ－2－②－23

－

の設置，撤去，補修に要する費用及び

－

～

①  35①  35 Ⅰ－2－②－23

－

の設置，撤去，補修に要する費用及び

－

～



① 36① 36 Ⅰ−2−②−24 ①  36①  36 Ⅰ−2−②−24 ①  36①  36 Ⅰ－2－②－24

　なお，総労務費とは，１工事当りのトンネル世話役，トンネル特殊工，トンネル作業員の労務費（鏡吹付施

工労務費を含む）合計額とする

①  36①  36 Ⅰ−2−②−24 ①  36①  36 Ⅰ－2－②－24

　なお，総労務費とは，１工事当りのトンネル世話役，トンネル特殊工，トンネル作業員の労務費（鏡吹付施

工労務費を含む）合計額とする

　１)　トンネル工事における呼吸用保護具の積算

 　　 　トンネル建設工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用保護具等）の

費用として，１工事当り次式により「呼吸用保護具等費用」を計上するものとする。

　　　呼吸用保護具等費用 ＝ 1,660,000 ＋ 総労務費× 0.5％（円）

　　　なお、上記計算式は呼吸用保護具の規格が B 級 ( 半面形面体 )の場合に適用する。

　　　上記以外の規格を適用する場合は別途考慮するものとする。

　　 　なお，総労務費とは，１工事当りのトンネル世話役，トンネル特殊工，トンネル作業員の労務費（鏡吹

付施工労務費を含む）合計額とする。

　　 ( 注 ) B 級とは濡れ率の性能等級を示す。



① 37① 37 Ⅰ−2−②−25

①  37①  37 Ⅰ−2−②−25 ①  37①  37 Ⅰ－2－②－25

なお，システム初期費については１工事当り使用機種毎に一式計上とする（施工箇所が点在する工

事の場合は，箇所毎に計上するのではなく，１工事当り使用機種毎に一式計上とする）。

①  36①  36 Ⅰ−2−②−24 ①  36①  36 Ⅰ－2－②－24

　なお，総労務費とは，１工事当りのトンネル世話役，トンネル特殊工，トンネル作業員の労務費（鏡吹付施

工労務費を含む）合計額とする



① 38① 38 Ⅰ−2−②−26

①  38①  38 Ⅰ−2−②−26 ①  38①  38 Ⅰ－2－②－26

①  37①  37 Ⅰ−2−②−25 ①  37①  37 Ⅰ－2－②－25

なお，システム初期費については１工事当り使用機種毎に一式計上とする（施工箇所が点在する工

事の場合は，箇所毎に計上するのではなく，１工事当り使用機種毎に一式計上とする）。



① 39① 39 Ⅰ−2−②−27

①  39①  39 Ⅰ−2−②−27 ①  39①  39 Ⅰ－2－②－27

①  38①  38 Ⅰ−2−②−26 ①  38①  38 Ⅰ－2－②－26



① 40① 40 Ⅰ−2−②−28 ①  40①  40 Ⅰ−2−②−28 ①  40①  40 Ⅰ－2－②－28



① 41① 41 Ⅰ−2−②−29 ①  41①  41 Ⅰ－2－②－29 ①  41①  41 Ⅰ－2－②－29

平成28年5月1日以降起工適用

は日単位とする。なお，

工事の中止期間は，全工事期間および工事期間から除く。

（日単位）

（日単位）

56日（設置12月（31日）と撤去3月（25日））

131日
４３％

２ 10

２ 10



① 42① 42 Ⅰ−2−②−30 ①  42①  42 Ⅰ－2－②－30 ① 42① 42 Ⅰ－2－②－30

① 40Ⅰ－2－②－28
平成28年5月1日以降起工適用

１１０日
──── ＝0.49　0.49×100＝４９％
２２５日

第５行第10列の交点から0.71％と読む。



①  43①  43 Ⅰ−2−②−31

－１

1.2

市街地（ＤＩＤ補正）

（１）－３

 

－１

 

２ －１

－２
鋼橋架設工事

鋼橋架設工事、電
線共同溝工事、道
路維持工事、舗装
工事、橋梁保全工
事以外の工種
（※）

市街地部が施工箇所に含まれる場合。

市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.1 ５

 

電線共同溝工事、
道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）

 

１ －２

 

２ －２

電線共同溝工事、
道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）

①  43①  43 Ⅰ−2−②−31 ① 43① 43 Ⅰ－2－②－31

－１

1.2
 

－１

 

２ －１

－２

電線共同溝工事、

 道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）

電線共同溝工事、
道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）

 

１ －２

 

２ －１

電線共同溝工事、
道路維持工事、舗
装工事、橋梁保全
工事以外の工種
（※）

令和2年5月1日以降起工適用 



①  44①  44 Ⅰ−2−②−32 ①  44①  44 Ⅰ−2−②−32 ① 44① 44 Ⅰ－2－②－32 令和2年5月1日以降起工適用 



①  45①  45 Ⅰ−2−②−33 ①  45①  45 Ⅰ−2−②−33 ① 45① 45 Ⅰ－2－②－33



① 46① 46 Ⅰ−2−②−34 ①  46①  46 Ⅰ−2−②−34 ① 46① 46 Ⅰ－2－②－34



①  47①  47 Ⅰ−2−②−35 ① 47① 47 Ⅰ−2−②−35 ① 47① 47 Ⅰ－2－②－35

8

8 5

下水道（４）工事 24.13-0.1120245.8042.06

令和３年 5 月 1 日以降起工適用 



①  48①  48 Ⅰ−2−②−36 ① 48① 48 Ⅰ−2−②−36 ① 48① 48 Ⅰ－2－②－36

36.49 0153 34.96

7 76 9

49.2

令和2年5月1日以降起工適用  令和３年 5 月 1 日以降起工適用



① 49① 49 Ⅰ−2−②−37 ①  49①  49 Ⅰ−2−②−37 ① 49① 49 Ⅰ－2－②－37

68 163.20 61

26 231.84 7

70 626.16 43.44

令和2年5月1日以降起工適用 



①  50①  50 Ⅰ−2−③−1 ①  50①  50 Ⅰ−2−③−1 ① 50① 50 Ⅰ－2－③－1

コード番号 ＳＰＡ 0 8 1



① 51① 51 Ⅰ−2−③−2 ①  51①  51 Ⅰ−2−③−2 ①  51①  51 Ⅰ－2－③－2



① 52① 52 Ⅰ−2−④−1 ①  52①  52 Ⅰ−2−④−1 ①  52①  52 Ⅰ－2－④－1



Ⅰ−1−①− ① 53① 53

① 一般管理費等･･･････････････････ Ⅰ- 3 - ① -  1

1 　一般管理費の項目及び内容 ････ Ⅰ- 3 - ① -  1

2 　付加利益 ････････････････････ Ⅰ- 3 - ① -  2

3 　一般管理費等の算定 ･･････････ Ⅰ- 3 - ① -  2

4 　一般管理費等率の補正 ････････ Ⅰ- 3 - ① -  2

② 消費税等相当額･････････････････ Ⅰ- 3 - ② -  1

第 3 章　　一般管理費等及び
　　　消費税等相当額
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額



Ⅰ−1−①− ① 54① 54 Ⅰ−1−①− ①  54①  54 Ⅰ－1－①－ ①  54①  54



① 55① 55 Ⅰ−3−①−1 ①  55①  55 Ⅰ−3−①−1 ①  55①  55 Ⅰ－3－①－1 ①  55①  55 Ⅰ－3－①－1 ①  55①  55 Ⅰ－3－①－1 ①  55①  55 Ⅰ－3－①－1



① 56① 56 Ⅰ−3−①−2 ①  56①  56 Ⅰ−3−①−2 ① 56① 56 Ⅰ－3－①－2

3 5 9 7

4 9780 6 92101

令和４年 5 月 1 日以降起工適用



① 57① 57 Ⅰ−3−①−3 ①  57①  57 Ⅰ−3−①−3 ①  57①  57 Ⅰ－3－①－3



①  58①  58 Ⅰ−3−②−1 ①  58①  58 Ⅰ−3−②−1 ① 58① 58 Ⅰ－3－②－1



Ⅰ−1−①− ① 59① 59

① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮
設費，現場管理費及び一般管理費等の調整につい
て ･････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ① -  1

 1 　随意契約方式により工事を発注する場合の調
整について ･･････････････････ Ⅰ- 4 - ① -  1

 2 　共通仮設費の調整計算の方法
　　  ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ① -  1
 3 　現場管理費の調整計算の方法 ･･･ Ⅰ- 4 - ① -  3
 4 　一般管理費等の調整計算の方法
　　  ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ① -  4

② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事
を追加する場合等の共通仮設費，現場管理費及び
一般管理費等の調整について･････ Ⅰ- 4 - ② -  1

 1 　現場管理費の調整計算の一般式
　　  ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ② -  1
 2 　一般管理費等の調整計算の一般式
　　  ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ② -  1
 3 　設計変更について ････････････ Ⅰ- 4 - ② -  1
 4 　共通仮設費 ･･････････････････ Ⅰ- 4 - ② -  1

③ 随意契約工事における間接工事費等の調整をする
場合の「処分費等」の取扱いについて

　　  ･･･････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ③ -  1

 1 　計算方法 ････････････････････ Ⅰ- 4 - ③ -  1
 2 　計算のイメージ ･･････････････ Ⅰ- 4 - ③ -  1

④　工事請負契約約款第26条（スライド条項）の減額と
なる場合の運用について ･････････ Ⅰ- 4 - ④ -  1

 1 　適用対象工事 ････････････････ Ⅰ- 4 - ④ -  1
 2 　スライド額の算定 ････････････ Ⅰ- 4 - ④ -  1
 3 　残工事量の算定 ･･････････････ Ⅰ- 4 - ④ -  1
 4 　物価指数等 ･･････････････････ Ⅰ- 4 - ④ -  2
 5 　変更契約の時期 ･･････････････ Ⅰ- 4 - ④ -  2
 6 　スライド額の説明 ････････････ Ⅰ- 4 - ④ -  2

⑤ 工事請負契約約款第26条第 5 項（単品スライド条
項）の運用について ･･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  1

 1 　主要な工事材料 ･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  1
 2 　スライド額の算定 ････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  1
 3 　価格変動後における単価の算定方法

 ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  2
 4 　対象数量の算出方法 ･･････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  2
 5 　搬入等の時期，購入先及び購入価格に関する
　受注者への確認･････････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  2
 6 　部分払時の取扱 ･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  3
 7 　部分引渡し ･･････････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  3
 8 　請負代金額の変更手続 ････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  3

第 4 章 間接工事費等の調整及び
スライド条項が適用となる
場合の運用について
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Ⅰ−1−①− ①  60①  60 Ⅰ−1−①− ①  60①  60 Ⅰ－1－①－ ① 60① 60

 9 　全体スライドを行う場合の特則
　　  ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  3

⑥　工事請負契約約款第26条第 5 項（単品スライド条
項）の運用の拡充について ･････････ Ⅰ- 4 - ⑥ -  1

 1 　対象材料の拡充 ･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑥ -  1
⑦　請負代金額の減額変更を請求する場合における

工事請負契約約款第26条第 5 項（単品スライド条
項）の運用について ･･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑦ -  

1

令和2年5月1日以降起工適用 

 9 　全体スライドを行う場合の特則
　　  ････････････････････････････ Ⅰ- 4 - ⑤ -  3

⑥　工事請負契約約款第26条第 5 項（単品スライド条
項）の運用の拡充について ･････････ Ⅰ- 4 - ⑥ -  1

 1 　対象材料の拡充 ･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑥ -  1
⑦　請負代金額の減額変更を請求する場合における

工事請負契約約款第26条第 5 項（単品スライド条
項）の運用について ･･･････････････ Ⅰ- 4 - ⑦ -  1



①  61①  61 Ⅰ−4−①−1 ①  61①  61 Ⅰ−4−①−1 ①  61①  61 Ⅰ－4－①－1



①  62①  62 Ⅰ−4−①−2 ①  62①  62 Ⅰ−4−①−2 ①  62①  62 Ⅰ－4－①－2



①  63①  63 Ⅰ−4−①−3 ①  63①  63 Ⅰ−4−①−3 ① 63① 63 Ⅰ－4－①－3



①  64①  64 Ⅰ−4−①−4 ①  64①  64 Ⅰ−4−①−4 ① 64① 64 Ⅰ－4－①－4



①  65①  65 Ⅰ−4−②−1 ①  65①  65 Ⅰ−4−②−1 ①  65①  65 Ⅰ－4－②－1



①  66①  66 Ⅰ−4−③−1 ①  66①  66 Ⅰ−4−③−1 ① 66① 66 Ⅰ－4－③－1



①  67①  67 Ⅰ−4−④−1 ①  67①  67 Ⅰ−4−④−1 ① 67① 67 Ⅰ－4－④－1

④　工事請負契約約款第 26 条（スライド条項）の減額となる場合の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

① 67① 67 Ⅰ－4－④－1

④　工事請負契約約款第 26 条（スライド条項）の減額となる場合の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

① 67① 67 Ⅰ－4－④－1

④　工事請負契約約款第 26 条（スライド条項）の減額となる場合の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

受注者

なお，



①  68①  68 Ⅰ−4−④−2 ①  68①  68 Ⅰ−4−④−2 ① 68① 68 Ⅰ－4－④－2



①  69①  69 Ⅰ−4−⑤−1 ①  69①  69 Ⅰ−4−⑤−1 ① 69① 69 Ⅰ－4－⑤－1

 8

⑤　工事請負契約約款第 26 条第５項（単品スライド条項）の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

消費税率 ：1＋消費税率（％）／100

消費税率 ：1＋消費税率（％）／100

消費税率

消費税率

①  69①  69 Ⅰ−4−⑤−1 ① 69① 69 Ⅰ－4－⑤－1

 8

⑤　工事請負契約約款第 26 条第５項（単品スライド条項）の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

①  69①  69 Ⅰ−4−⑤−1 ① 69① 69 Ⅰ－4－⑤－1

 8

⑤　工事請負契約約款第 26 条第５項（単品スライド条項）の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

消費税率

消費税率



①  70①  70 Ⅰ−4−⑤−2 ①  70①  70 Ⅰ−4−⑤−2 ① 70① 70 Ⅰ－4－⑤－2

福島県工事請負契約款第13条２項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし，

当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは，別途の方法

で把握した搬入等の月及び数量とする。



①  71①  71 Ⅰ−4−⑤−3 ①  71①  71 Ⅰ−4−⑤−3 ① 71① 71 Ⅰ－4－⑤－3

　38  

 

 

 39  

 26 

　 6  

 

 

 26 

 

　26  

 

 26 

令和2年5月1日以降起工適用 



①  72①  72 Ⅰ−4−⑥−1 ①  72①  72 Ⅰ−4−⑥−1 ① 72① 72 Ⅰ－4－⑥－1

⑥　工事請負契約約款第 26 条第５項（単品スライド条項）の運用の拡充について

令和2年5月1日以降起工適用 



①  73①  73 Ⅰ−4−⑦−1 ①  73①  73 Ⅰ−4−⑦−1 ① 73① 73 Ⅰ－4－⑦－1

⑦　請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約約款第 26 条第５項

　（単品スライド条項）の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

消費税率 ：1＋消費税率（％）／100

消費税率 ：1＋消費税率（％）／100

消費税率

消費税率

①  73①  73 Ⅰ−4−⑦−1 ① 73① 73 Ⅰ－4－⑦－1

⑦　請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約約款第 26 条第５項

　（単品スライド条項）の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

①  73①  73 Ⅰ−4−⑦−1 ① 73① 73 Ⅰ－4－⑦－1

⑦　請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約約款第 26 条第５項

　（単品スライド条項）の運用について

令和2年5月1日以降起工適用 

消費税率

消費税率



①  74①  74 Ⅰ−4−⑦−2 ①  74①  74 Ⅰ−4−⑦−2 ① 74① 74 Ⅰ－4－⑦－2



Ⅰ−1−①− ①  75①  75

建
設
機
械
運
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等

第 5 章　　建設機械運転労務等

①　建設機械運転労務･･･････････････ Ⅰ- 5 - ① -  1
1 　適用職種 ････････････････････ Ⅰ- 5 - ① -  1
2 　労務歩掛 ････････････････････ Ⅰ- 5 - ① -  1

②　原動機燃料消費量･･･････････････ Ⅰ- 5 - ② -  1
1 　適用範囲 ････････････････････ Ⅰ- 5 - ② -  1
2 　燃料消費量 ･･････････････････ Ⅰ- 5 - ② -  1

③　機械運転単価表･････････････････ Ⅰ- 5 - ③ -  1
④　一般事項･･･････････････････････ Ⅰ- 5 - ④ -  1

1 　建設機械運転労務 ････････････ Ⅰ- 5 - ④ -  1
2 　指定事項における運転労務数量について
　    ････････････････････････････ Ⅰ- 5 - ④ -  1
3 　運転日当り運転時間（Ｔ） ･･････ Ⅰ- 5 - ④ -  1
4 　運転手を計上する機械 ････････ Ⅰ- 5 - ④ -  1
5 　ダム工事及び大型造成工事について
　    ････････････････････････････ Ⅰ- 5 - ④ -  2
6 　労務単価について ････････････ Ⅰ- 5 - ④ -  2
7 　歩掛について ････････････････ Ⅰ- 5 - ④ -  2
8 　運転手職種別の対象機械 ･･････ Ⅰ- 5 - ④ -  2



Ⅰ−1−①− ①  76①  76 Ⅰ−1−①− ①  76①  76 Ⅰ－1－①－ ①  76①  76



①  77①  77 Ⅰ−5−①−1 ①  77①  77 Ⅰ−5−①−1 ①  77①  77 Ⅰ－5－①－1



①  78①  78 Ⅰ−5−②−1 ①  78①  78 Ⅰ−5−②−1 ①  78①  78 Ⅰ－5－②－1



①  79①  79 Ⅰ−5−②−2 ①  79①  79 Ⅰ−5−②−2 ①  79①  79 Ⅰ－5－②－2



①  80①  80 Ⅰ−5−②−3 ①  80①  80 Ⅰ−5−②−3 ①  80①  80 Ⅰ－5－②－3



①  81①  81 Ⅰ−5−②−4 ①  81①  81 Ⅰ−5−②−4 ①  81①  81 Ⅰ－5－②－4



①  82①  82 Ⅰ−5−②−5 ①  82①  82 Ⅰ−5−②−5 ①  82①  82 Ⅰ－5－②－5



①  83①  83 Ⅰ−5−②−6 ①  83①  83 Ⅰ−5−②−6 ①  83①  83 Ⅰ－5－②－6



①  84①  84 Ⅰ−5−③−1 ①  84①  84 Ⅰ−5−③−1 ①  84①  84 Ⅰ－5－③－1

しない場合，次による。



①  85①  85 Ⅰ−5−③−2 ①  85①  85 Ⅰ−5−③−2 ①  85①  85 Ⅰ－5－③－2



①  86①  86 Ⅰ−5−③−3 ①  86①  86 Ⅰ−5−③−3 ①  86①  86 Ⅰ－5－③－3



①  87①  87 Ⅰ−5−③−4 ①  87①  87 Ⅰ−5−③−4 ①  87①  87 Ⅰ－5－③－4



①  88①  88 Ⅰ−5−③−5 ①  88①  88 Ⅰ−5−③−5 ①  88①  88 Ⅰ－5－③－5



①  89①  89 Ⅰ−5−③−6 ①  89①  89 Ⅰ−5−③−6 ①  89①  89 Ⅰ－5－③－6



①  90①  90 Ⅰ−5−③−7 ①  90①  90 Ⅰ−5−③−7 ①  90①  90 Ⅰ－5－③－7



①  91①  91 Ⅰ−5−④−1 ①  91①  91 Ⅰ−5−④−1 ①  91①  91 Ⅰ－5－④－1



①  92①  92 Ⅰ−5−④−2 ①  92①  92 Ⅰ−5−④−2 ①  92①  92 Ⅰ－5－④－2



①  93①  93 Ⅰ−5−④−3 ①  93①  93 Ⅰ−5−④−3 ①  93①  93 Ⅰ－5－④－3



①  94①  94 Ⅰ−5−④−4 ①  94①  94 Ⅰ−5−④−4 ①  94①  94 Ⅰ－5－④－4



Ⅰ−1−①− ①  95①  95

①　土木請負工事の特許使用料の積算について

　･･･････････････････････････････ Ⅰ- 6 - ① -  1

第 6 章　　土木請負工事の特許
　　　　　使用料の積算

土
木
請
負
工
事
の

特
許
使
用
料
の
積
算



Ⅰ−1−①− ①  96①  96 Ⅰ−1−①− ①  96①  96 Ⅰ－1－①－ ①  96①  96



①  97①  97 Ⅰ−6−①−1 ①  97①  97 Ⅰ−6−①−1 ①  97①  97 Ⅰ－6－①－1

消費税等相当額



Ⅰ−1−①− ①  98①  98 Ⅰ−1−①− ①  98①  98 Ⅰ－1－①－ ①  98①  98



Ⅰ−1−①− ①  99①  99

①　時間的制約を受ける公共土木工事の積算について

　･･･････････････････････････････ Ⅰ- 7 - ① -  1

第 7 章　　時間的制約を受ける
公共土木工事の積算

時
間
的
制
約
を
受
け
る

公
共
土
木
工
事
の
積
算



Ⅰ−1−①− ①  100①  100 Ⅰ−1−①− ①  100①  100 Ⅰ－1－①－ ①  100①  100



①  101①  101 Ⅰ−7−①−1 ①  101①  101 Ⅰ−7−①−1 ①  101①  101 Ⅰ－7－①－1



①  102①  102 Ⅰ−7−①−2 ①  102①  102 Ⅰ−7−①−2 ①  102①  102 Ⅰ－7－①－2



Ⅰ−1−①− ①  103①  103

①　土木請負工事における現場環境改善費の積算

　･･･････････････････････････････ Ⅰ- 8 - ① -  1

土
木
請
負
工
事
に
お
け
る

現
場
環
境
改
善
費
の
積
算

第 8 章　　土木請負工事における
現場環境改善費の積算



Ⅰ−1−①− ①  104①  104 Ⅰ−1−①− ①  104①  104 Ⅰ－1－①－ ①  104①  104



①  105①  105 Ⅰ−8−①−1 ①  105①  105 Ⅰ−8−①−1 ①  105①  105 Ⅰ－8－①－1



①  106①  106 Ⅰ−8−①−2 ①  106①  106 Ⅰ−8−①−2 ①  106①  106 Ⅰ－8－①－2



Ⅰ−1−①− ①  107①  107

①　工事における工期の延期等に伴う増加費用

　　等の積算について

　　　　　　･･･････････････････････ Ⅰ- 9 - ① -  1

1 　増加費用等の考え方 ･･････････ Ⅰ- 9 - ① -  1

2 　増加費用等の算定 ････････････ Ⅰ- 9 - ① -  1

第 9 章　　工事における工期の
延期等に伴う増加費
用等の積算

工
事
に
お
け
る
工
期
の
延
期
等
に

伴
う
増
加
費
用
等
の
積
算



Ⅰ−1−①− ①  108①  108 Ⅰ−1−①− ①  108①  108 Ⅰ－1－①－ ① 108① 108



①  109①  109 Ⅰ−9−①−1 ①  109①  109 Ⅰ−9−①−1 ① 109① 109 Ⅰ－9－①－1

工期延長等に伴う

第９章　工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算

①　工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算について

　福島県工事請負契約約款（以下「約款」という。）第２０条第３項に基づく一時中止，第２２条第２項に基づく工
期延長（以下「工期延長等」という。）及び第２３条第２項に基づく工期短縮に伴う増加費用の積算は，次のとおり
とする。

１．  増加費用等の考え方

１－１　増加費用の適用
　　　　増加費用の適用は，工期延長等に伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。
１－２　増加費用の範囲
　　　　増加費用として積算する範囲は，工事現場の維持に要する費用，工事体制の縮小に要する費用，工事再開
　　　準備に要する費用，工期延長等となる場合の費用，工期短縮を行った場合の費用とする。
　（１） 工事現場の維持に要する費用
　　　　 工事現場の維持に要する費用とは，工期延長等に伴い工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器
　　　 具，労務者又は現場常駐の従業員（専門職種を含む。以下同じ。）を保持するために必要とされる費用等と

する。
　（２） 工事体制の縮小に要する費用
　　　　 工事体制の縮小に要する費用とは，中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで
 　　　体制を縮小するため，不要となった機械器具，労務者又は現場常駐の従業員の配置転換に要する費用等と

する。
　（３） 工事の再開準備に要する費用
　　　　 工事の再開準備に要する費用とは，工事の再開予告後，工事を再開できる体制にするため，工事現場に
　　　 再投入される機械器具，労務者，現場常駐の従業員の転入に要する費用等とする。
　（４） 工期延長等となる場合の費用
　　　　 工期延長等となる場合の費用とは，工期延長等となることにより追加で生じる社員等給与，現場事務所
　　　 費用，材料の保管費用，仮設諸機材の損料等に要する費用等とする。
　（５） 工期短縮を行った場合の費用
　　　　 工期短縮を行った場合の費用とは，工期短縮の要因が発注者に起因する場合，自然条件（災害等含む）
　　　 に起因する場合の工期短縮に要する費用等とする。なお，工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加
　　　 費用を見込まないものとする。

２．　増加費用等の算定

２－１　増加費用の構成
　　　　工期延長等に伴う現場維持等に要する費用は，工事原価内の間接工事費の中で計上し，一般管理費等の対
　　　象とする。

＊工期延長等に伴う本支店における増加費用を含む

　 （注） 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料，直接労務費及び直接経費に係る費用は，該当

　　　　する工種に追加計上し，設計変更により処理するものとする。

　　　増加費用は，原則，工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定することとし，工期延長等の
　　期間３ヶ月以内の算定方法は以下のとおりとする。ただし，工期延長等の期間が３ヶ月を超える場合や道路維
　　持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合等は，別途考慮すること。

令和2年5月1日以降起工適用 

工事における工期の延期等に伴う増加費用等の積算



①  110①  110 Ⅰ−9−①−2 ①  110①  110 Ⅰ−9−①−2 ① 109①

 工期延長等に伴う

 工期延長等に伴う

 上げ

 増加費用の構成費目は，次のとおりとする。

２） 増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。

ｉ） 現場における増加費用

　イ 材料費

　 ①　材料の保管費用

　　　 工事を工期延長等したために，元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を，発注者が倉

　　 庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び

　　 入出庫手数料

　 ②　他の工事現場へ転用する材料の運搬費

　　　 工事を工期延長等したために，元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を，発注者が他

　　 の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費

　 ③　直接工事費に計上された材料の損料等

　　　 元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の工期延長等に伴う損料額及び補修費用

　ロ 労務費

　 ①　工事現場の維持等に必要な労務費

　　　 作業を伴わない作業員の労務費は，原則として計上しない。

　　　 ただし，必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり，受発注者協議により工事現場に労務者を

　　 常駐させた場合にはその費用

　 ②　他職種に転用した場合の労務費差額

　　　 工事現場の保安等のために，受発注者協議により工事現場に常駐させた，トンネル・潜函工などの特殊

　　 技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と，従事した職種の発注者の設計上

　　 の単価差額の費用

　ハ 水道光熱電力等料金

　　 工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため，発注者が指示し，あるいは受発注者協議により工期延

　 長等の要因発生後，再開までの間に稼働（維持）させるために要する水道光熱電力等に要する費用

　ニ 機械経費

　 ①　工事現場に存置する機械の費用

　　　 現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用

　　ａ　工事現場の維持のため存置することが必要であること，又は搬出費及び再搬入費（組立て，解体費を含

　　　む。）が存置する費用を上回ること等により，発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置

費用（組立て，解体費，賃料・損料，管理費を含む。）

Ⅰ－９－①－１①

現場における
増加費用

令和2年5月1日以降起工適用 



①  111①  111 Ⅰ−9−①−3 ①  111①  111 Ⅰ−9−①−3

　　ｂ　発注者が工事現場の維持等のために必要があると認めて指示した機械の運搬費用

　ホ 仮設費

　 ①　仮設諸機材の損料

　　　 現場搬入済の仮設材料，設備等のうち，元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等

　　 と認められる仮設諸機材の工期延長等に係る損料及び維持補修の増加費用

　 ②　新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

　　　 元設計には計上されていないが，工期延長等に伴う工事現場の維持等の必要上，発注者が新たに指示し

　　 あるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労力を含む。）

　 ③　工期延長等となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用

　へ 運搬費

　 ①　工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用

　　　 工期延長等の要因発生時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上された

　　 ものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費

　　 用

　 ②　大型機械類等の現場内運搬

　　　 元設計に計上した機械類，資材等のうち，工期延長等されたために，新たに工事現場内を移動させるこ

　　 とを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械，材料，仮設物等の運

　　 搬費用

　ト 準備費

　　 別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の後

　 片付け，再開準備のための諸準備・測量等で，発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と

　 認めたものに係る準備費用

　チ 事業損失防止施設費

　　 仮設費に準じて積算した費用

　リ 安全費

　　①　既存の安全設備に係る費用

　　　　工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち，原則として元設計において期間

　　　要素を考慮して計上されているものと同等と認められる，安全設備等の工期延長等に伴う損料及び維持

　　　補修の費用

　　②　新たな工事現場の維持等に要する安全費

　　　　元設計には計上されていないが、工期延長等に伴い，工事現場の安全を確保するため，発注者が新た

　　　に指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用（保安要員費を含

　　　む。）

　ヌ 役務費

　　①　プラント敷地，材料置場等の敷地の借上げ料

　　　　元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置

　　　場等の敷地の工期延長等期間に係る借上げ，解約などに要した増加費用

　　②　電力水道等の基本料

　　　　元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る

　　　工期延長等期間中の基本料

　ル 技術管理費

　　 原則として増加費用は計上しないものとする。

　　 ただし，現場搬入済の調査・試験用の機器，技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されてい

　 るものと同等と認められるものがある場合には，仮設費に準じて積算した費用

　ヲ 営繕費

　　 工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計

　 上されているものと同等と認められる営繕施設の工期延長等期間に係る維持費，補修費及び損料額又は営繕

　 費，労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における工期延長等期間中

　 の維持費，補修費，損料額及び労務者輸送に要する費用

　ワ 労務者輸送費

　　 元設計が，営繕費，労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常

　 駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用

① 110① 109② Ⅰ－９－①－１② 令和2年5月1日以降起工適用 



①  112①  112 Ⅰ−9−①−4 ①  112①  112 Ⅰ−9−①−4

　カ 社員等従業員給料手当

　　 工期延長等期間中等の工事現場の維持等のために，受発注者協議により定めた次の費用

　 ①　元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械，電気設備の保安に係るものを含む。）に支給する給料手

　　 当の費用

　 ②　工期延長等の要因発生時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に

　　 従業員に支給する給料手当の費用

　 ③　工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間，現場常駐の従業員に支給する給料手当の

　　 費用

　 ④　工期延長等となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用

　ヨ 労務管理費

　 ①　他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用

　　　 工期延長等によって遊休となった労務者のうち，当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤者

　　 も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費

　　 用。なお，専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており，

　　 かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような

　　 者（以下「専従的労務者」という。）（通勤者も含む。）とする。

　 ②　解雇・休業手当を払う場合の費用

　　　 受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休

　　 業するために必要な費用

　タ 地代

　　 現場管理費の内，営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている

　 地代の工期延長等期間の費用

　レ 福利厚生費等

　　 現場管理費の内，現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管

　 理費率の中に計上されている費用の工期延長等期間中の費用

ⅱ） 本支店における増加費用

　　 中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

ⅲ） 消費税相当額

　　 現場及び本支店における増加費用に掛かる消費税に相当する費用

　ワ 労務者輸送費

　　 元設計が，営繕費，労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常

　 駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用

　 　① 110 Ⅰ－9－①－2

コード番号 Ｓ 9 8 0 1

（２） 算定方法
　　　 工期延長等に伴う現場維持に要する費用の算定は，下記の式により算出する。

　　　Ｇ＝dg×J＋α
　　　　ただし，
　　　　　Ｇ：工期延長等に伴う現場維持等の費用（単位 円 1,000円未満切り捨て）
　　　　　dg：工期延長等に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め）
　　　　　　（前記２－２（１）のうち積上げ項目以外の項目）
　　　　　Ｊ：対象額（工期延長等時点の契約上の現場管理費対象純工事費）（単位 1,000円未満切り捨て）
　　　　　α：積上げ費用（単位 円 1,000円未満切り捨て）
　　　　　　（前記２－２（１）のうち積上げ項目）

　１） 工期延長等に伴い増加する現場経費率

　　　　ただし，
　　　　　dg：工期延長等に係る現場経費率（％ 小数第４位四捨五入３位止め）
　　　　　　（前記２－２（１）のうち積上げ項目以外の項目）
　　　　　Ｊ：対象額（工期延長等時点の契約上の現場管理費対象純工事費）（単位 1,000円未満切り捨て）
　　　　　Ｎ：工期延長等日数（受注者の責めに帰す場合は除く）（日）
　　　　　　　ただし，部分中止の場合は，部分中止に伴う工期延長等日数。
　　　　　Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）
　　　　　Ａ，Ｂ，ａ，ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－１）

令和2年5月1日以降起工適用 



①  113①  113 Ⅰ−9−①−5 ① 113① 113 Ⅰ−9−①−5 ① 111① 111 Ⅰ－9－①－3

（注）係数Ａ・Ｂの区分の施工地域区分は，「第Ⅰ編第２章②間接工事費３現場管理費」によるものとする。

令和2年5月1日以降起工適用令和３年 5 月 1 日以降起工適用

一般交通影
響無し

一般交通影
響有り(1)

一般交通影
響有り(2)

市街地(DID
補正)

一般交通影
響無し

一般交通影
響有り(1)

一般交通影
響有り(2)

市街地(DID
補正)

河川工事 1901.4 2116.7 2104.1 2104.1 -0.3284 -0.3275 -0.3280 -0.3280 13.3999 0.1615

河川・道路構造
物工事

410.4 453.5 452.4 452.4 -0.2019 -0.2004 -0.2012 -0.2012 1.0955 0.3057

海岸工事 521.4 550.7 561.8 561.8 -0.2306 -0.2255 -0.2280 -0.2280 4.2009 0.2226

道路改良工事 78.9 87.2 87.0 87.0 -0.0714 -0.0698 -0.0706 -0.0706 2.4722 0.2611

鋼橋架設工事 4760.3 5307.1 5271.4 5307.1 -0.3805 -0.3796 -0.3801 -0.3796 8.9850 0.2036

ＰＣ橋工事 1238.0 1436.8 1399.1 1399.1 -0.2884 -0.2907 -0.2895 -0.2895 0.5348 0.3394

橋梁保全工事 3393.5 3979.5 3855.9 4318.8 -0.3455 -0.3485 -0.3470 -0.3483 1.6260 0.2838

舗装工事 923.0 1162.5 1087.6 1254.4 -0.2725 -0.2807 -0.2767 -0.2801 0.7817 0.3147

共同溝等工事(1) 213.2 247.5 241.0 241.0 -0.1455 -0.1480 -0.1468 -0.1468 0.4678 0.3598

共同溝等工事(2) 314.1 363.9 354.7 354.7 -0.1833 -0.1852 -0.1843 -0.1843 0.0142 0.5399

トンネル工事 1070.6 1331.2 1253.2 1253.2 -0.2619 -0.2685 -0.2652 -0.2652 0.1118 0.4194

砂防・地すべり
等工事

275.1 288.4 295.3 295.3 -0.1797 -0.1738 -0.1767 -0.1767 0.1422 0.4132

道路維持工事 303.5 333.4 333.6 363.7 -0.1653 -0.1634 -0.1643 -0.1636 1.6840 0.2898

河川維持工事 635.1 697.2 697.9 697.9 -0.2406 -0.2391 -0.2399 -0.2399 8.0310 0.2114

下水道工事(1) 103.2 119.9 116.7 116.7 -0.0941 -0.0966 -0.0954 -0.0954 0.5192 0.3472

下水道工事(2) 282.4 306.7 308.7 308.7 -0.1811 -0.1781 -0.1796 -0.1796 1.1316 0.3060

下水道工事(3) 366.6 422.5 412.8 412.8 -0.1891 -0.1916 -0.1904 -0.1904 2.7078 0.2589

下水道工事(4) 186.2 206.0 205.4 205.4 -0.1419 -0.1408 -0.1414 -0.1414 0.6805 0.3202

公園工事 643.6 715.1 711.5 711.5 -0.2235 -0.2229 -0.2232 -0.2232 13.5714 0.1739

コンクリートダ
ム工事

115.6 - - - -0.0824 - - - 0.3392 0.3621

フィルダム工事 91.3 - - - -0.0673 - - - 0.1633 0.3963

電線共同溝工事 266.2 293.4 293.1 320.0 -0.1540 -0.1518 -0.1529 -0.1520 0.0035 0.6165

情報ボックス工
事

1338.5 1523.7 1498.7 1498.7 -0.2880 -0.2881 -0.2881 -0.2881 3.6607 0.2249

係数Ａ 係数Ｂ
工種区分 係数ａ 係数ｂ
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Ⅰ−1−①− ①  115①  115

施
工
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が
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の
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算

①　施工箇所が点在する工事の積算について

　･･････････････････････････････ Ⅰ- 10 - ① -  1

1 　対象工事 ････････････････････ Ⅰ- 10 - ① -  1

2 　工事箇所の設定方法及び積算方法

　　････････････････････････････ Ⅰ- 10 - ① -  1

3 　設計変更について ････････････ Ⅰ- 10 - ① -  2

第 10 章　　施工箇所が点在する
工事の積算　　　　



Ⅰ−1−①− ①  116①  116 Ⅰ−1−①− ①  116①  116 Ⅰ－1－①－ ①  114①  114



①  117①  117 Ⅰ−10−①−1 ①  117①  117 Ⅰ−10−①−1 ①  115①  115 Ⅰ－10－①－1

なお，一般管理費算出時の，共通仮設費率及び現場管理費率にかかる，施工地域を考慮した補正等は，親設計

書で設定した係数によるものとする。



①  118①  118 Ⅰ−10−①−2 ①  118①  118 Ⅰ−10−①−2 ①  116①  116 Ⅰ－10－①－2
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① 1 日未満で完了する作業の積算

･･････････････････････････････ Ⅰ- 11 - ① -  1

1 　適用条件 ････････････････････ Ⅰ- 11 - ① -  1

2 　適用範囲 ････････････････････ Ⅰ- 11 - ① -  1

3 　判定方法 ････････････････････ Ⅰ- 11 - ① -  8

4 　積算方法 ････････････････････ Ⅰ- 11 - ① -  8

5 　参考資料 ････････････････････ Ⅰ- 11 - ① -  9

第 11 章　　 1 日未満で完了する
作業の積算 
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① 121①  121 Ⅰ−11−①−1 ①  121①  121 Ⅰ−11−①−1①  119

・基礎砕石，裏込砕石に係る作業を一連の

作業として判定する。

，プレキャスト集水枡

鉄筋コンクリート台付管,プレキャストⅬ

型側溝（製品長0.6m/個）,プレキャストマ

ンホール, PＣ管,コルゲートパイプ,コル

ゲートフリュームに係る作業を一連の

作業として判定する。



① 122① 122 Ⅰ−11−①−2 ①  122①  122 Ⅰ－11－①－2 ①  120①  120 Ⅰ－11－①－2

・コンクリートはつり，積込（コ
ンクリート殻）に係る作業を一
連の作業として判定する。



① 123① 123 Ⅰ−11−①−3 ①  123①  123 Ⅰ−11−①−3 ①  121①  121 Ⅰ－11－①－3



① 124① 124 Ⅰ−11−①−4 ①  124①  124 Ⅰ－11－①－4 ①  122①  122 Ⅰ－11－①－4

箱抜き



① 125① 125 Ⅰ−11−①−5 ①  125①  125 Ⅰ−11−①−5 ①  123①  123 Ⅰ−11−①−5

現場孔明（鋼構造物） 10本以上
　/箇所：80

作業性の悪い
箇所等：40

本



① 126① 126 Ⅰ−11−①−6 ①  126①  126 Ⅰ－11－①－6 ①  124①  124 Ⅰ－11－①－6
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① 130① 130 Ⅰ−11−①−10 ①  130①  130 Ⅰ−11−①−10 ①  128①  128 Ⅰ－11－①－10



Ⅰ−1−①− ① 131① 131

① 工事日数･･････････････････････ Ⅰ- 12 - ① -  1

② 水替日数･･････････････････････ Ⅰ- 12 - ② -  1

③ 作業日当り標準作業量･･････････ Ⅰ- 12 - ③ -  1

④ 市場単価の１日当り標準施工量

･･････････････････････････････ Ⅰ- 12 - ④ -  1

第 12 章　　工事日数及び日当り
作業量

※土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕に掲載する。

工
事
日
数
及
び
日
当
り
作
業
量
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